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第１章 都市計画決定権者の名称等 

1.1 都市計画決定権者の名称等 

名   称 ： 広島市 

代 表 者 ： 広島市長 松井
ま つ い

 一
かず

實
み

 

所 在 地 ： 広島市中区国泰寺町一丁目６番 34 号 

 

1.2 事業者の名称等 

名   称 ： 広島市 

代 表 者 ： 広島市長 松井
ま つ い

 一
かず

實
み

 

所 在 地 ： 広島市中区国泰寺町一丁目６番 34 号 

 

名   称 ： 広島高速交通株式会社 

代 表 者 ： 代表取締役社長 竹内
たけうち

 功
いさお

 

所 在 地 ： 広島市安佐南区長楽寺二丁目 12 番１号 
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第２章 都市計画対象事業の目的及び内容 

2.1 都市計画対象事業の目的 

（仮称）新交通西風新都線建設事業は、軌道系の基幹公共交通による循環型ネットワークを

形成し、都心を含むデルタ地域と、企業の立地が進む西風新都を結びつけるとともに、ＪＲ山

陽本線と直結することで広島広域都市圏内の各市町との結びつけを深め、ヒト・モノ・カネ・

情報のさらなる好循環を生み出すために実施するものである。 

2.2 都市計画対象事業の名称 

（仮称）新交通西風新都線建設事業 

2.3 都市計画対象事業の内容 

2.3.1 都市計画対象事業の種類 

軌道の建設の事業 

2.3.2 都市計画対象事業の規模 

約 7.1km 

2.3.3 都市計画対象事業の実施を予定している区域 

広島市安佐南区大塚西～広島市西区己斐本町（図 2.3.1 参照） 

2.3.4 都市計画対象事業の本線路の数 

本線路の数：１（駅部の本線路の数：２） 

2.3.5 都市計画対象事業に係る軌道施設の設計の基礎となる車両の最高速度 

最高速度 60km／ｈ 
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図図 2.3.1 都都市計画対象象事業の位置置 
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図 2.3.5 工工事用車両のの走行ルートト 
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(b) 工事工程 

工事工程（予定）の概略は、表 2.3.2 に示すとおりであり、令和一桁代後半を目途とし

て部分供用を開始し、その後、令和 10 年代初頭を目途として全線供用する予定である。 

表 2.3.2 工事工程（予定）の概略 

主要な工事 
工 事 

１年目 

工 事 

２年目 

工 事 

３年目 

工 事 

４年目 

工 事 

５年目 

工 事 

６年目 

工 事 

７年目 

工 事 

８年目 

工 事 

９年目 

◆ 広域公園前駅～石内東駅 区間 

 土木工事          

 建築工事          

 電気工事          

 軌道工事          

◆ 石内東駅～西広島駅 区間 

 土木工事          

 トンネル工事          

 建築工事          

 電気工事          

 軌道工事          

◆ ３・３・344 己斐中央線 

 土木工事          

 舗装工事          

 

  



 

－11－ 

2.3.7 都市計画対象事業以外の事業の内容に関する事項 

(1) ３・３・344 己斐中央線建設事業 

(a) 計画概要 

本事業は、軌道の導入空間である３・３・344 己斐中央線の整備と一体で実施する計画

である。 

３・３・344 己斐中央線の位置は図 2.3.1 に、計画概要は表 2.3.3、標準横断面図は    

図 2.3.3 にそれぞれ示すとおりである。 

表 2.3.3 ３・３・344 己斐中央線の計画概要 

項 目 計画概要 

延  長 約 1,850ｍ 

車 線 数 ２車線 

幅  員 22～27ｍ 

 

(b) 工事計画 

工事は、事業計画地内の既設の地上建築物等を撤去し、更地として整地する。（仮称）

新交通西風新都線の構造物の建設の進捗に合わせて、路床・路盤を施工し、車道・自転車

歩行者道・植樹帯等の構築を行い、その後、アスファルト舗装を施工する。工事工程（予

定）の概略は、表 2.3.2 に示したとおりである。 
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